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研究成果の概要（和文）： 本研究では、①教員採用選考試験の専門教養における出題内容を把握すること。②
新採教員が採用され学校現場に出た際に困難を感じる要因について検討すること。③現職教員が、新採教員に望
む、備えておきたい知識及び資質・能力について明らかにすること。④教育委員会が、新採教員に対して、どの
ような研修内容を提供しているのかを明らかにすること。の4点を踏まえ、養成・採用・育成の一貫した教育プ
ログラムを検討することを目的に研究を展開した。
研究全体を通して、養成側の大学と採用・育成側の教育委員会とが連携を図り、採用試験の出題内容、研修内容
ついて見直し、相互の授業と研修をリンクし実施するなどのプログラムが検討された。

研究成果の概要（英文）： In this research, I studied to examin the consistent education system which
 consists of training, adoption and development, focusing on following four points.①Understanding 
the content of questions about specific knowledge in teacher employment examinations②Considering 
factors in difficulties that fresh teachers are supposed to face at school when they start to work③
Specifying the knowledge, talents and abilities that incumbent teachers require fresh teachers to 
have④Specifying the content of training that boards of education impose on fresh teachers.Through 
this research, teacher training universities and boards of education which adopt and train teachers 
tried to cooperate, and they reconsidered the content of training and questions of employment 
examinations and they also examined programs such as the combination of interactive classes and 
training systems.

研究分野： 体育科教育学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
文部科学省答申では、教育委員会と大学の連携・協働により、学び続ける教員を支援する取組みを構築する必要
性について述べており、次の点について意義があると考えれる。①今後の体育科教育を担う人材の育成に寄与で
きる。②保健体育科においてはその教員定数が少なく、正規採用が厳しい状況にあることから、大学として学生
に対する出口保証にもつながる。③学校現場に保健体育科教員として赴任した際に必要な知識や指導内容につい
て明らかにすることで、即実践力のある教員を輩出することにつながる。④大学と教育委員会の連携について検
討することで、保健体育科教員の養成及び育成についての一貫した教育プログラムの提案をすることができる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
現代社会は、グローバル化や情報化、少子高齢化などの社会の急激な変化に伴い、高度化・ 

複雑化する諸課題への対応が必要となっており、学校教育において求められる人材育成像の 
変化への対応が必要になっている。また、児童生徒が 21 世紀を生き抜いていく力を育成する 
ために、基礎的・基本的な技能の習得に加え、思考力・判断力・表現力等の育成や学習意欲 
の向上、コミュニケーション力の育成等が重視され、そういった新しい学びを支える教員の 
養成と、教職に就いてからも学び続ける教師の姿勢が求められている。さらに、学校教育現 
場では、いじめ・体罰・不登校等々による諸課題についても、柔軟な対応ができる人材が求 
められている。（文部科学省.2012） 
国は学習指導要領の改訂にあたり「生きる力」の育成を基本理念として挙げている。「生き 

る力」は確かな学力・豊かな心・健やかな体の３つから成るが、保健体育科においては、こ 
のすべてを育成することができる重要な役割を担っているといえる。しかし、これまで、全 
ての教員に関わる資質能力の向上についての研究等は多く行われてきているが、保健体育科 
の教員養成及び育成に特化した研究や報告等は、ほとんど行われてきていない。 
 
２．研究の目的 
保健体育科教師としてどのような専門知識が採用時に問われ、採用後にどのような研修が行

われ育成が図られているか、また、新採教員がどのような困難を感じているのか、さらに、学
校現場の教員が必要と考える保健体育科教員の知識及び資質・能力について明らかにし、養成・
採用・育成の一貫したプログラムについて検討することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
(1) 47 都道府県で実施されている、2015 年度～2017 年度の教員採用選考試験内容の調査及び

分析を行い、保健体育科教員として求められている専門教養の知識について明らかにする。 
(2) 学校現場に赴任した本学卒業生に半構造化インタビューを行い、質的分析から学校現場に

出た際に戸惑いを感じ困難となっている要因について明らかにする。 
(3) 既に採用され学校現場で勤務している保健体育科教員が、自身の実体験を踏まえ、これか

ら採用になる者に対して、どのような知識及び資質・能力が必要と考えているかを、質問
紙調査を行い明らかにする。 

(4) 各自治体の教育委員会で行われている新採教員研修の形態や内容について、質問紙調査を
行い明らかにする。 

(5) (1)～(4)を踏まえて、養成・採用・育成の一貫した教育プログラムを検討し提案する。 
 
 
４．研究成果 
(1) 受験区分が高等学校及び中学校対象の問題の各設問を、意味のまとまった設問ごとに区
切り、KJ 法を用いて分類した。その際、「高等学校学習指導要領解説保健体育編・体育編（平
成 21 年 12 月）」「中学校学習指導要領解説保健体育編（平成 20年 9月）」及び先行研究で使用
されている用語を参考として、10の項目に分類した。また、受験区分が中高共通の問題の場合
は、基本的に高等学校の学習指導要領解説に基づいて分類した。 

「学習指導要領」に関しては、高等学校学習指導要領解説保健体育編・体育編、中学校学習
指導要領解説保健体育編に記載されている項目に沿って分類した。また、学習指導要領解説書
以外の総則等、学習指導要領に関する問題はすべてここに分類した。各運動種目に関する問題
でも、学習指導要領解説書にある記述が用いられている場合にはここに分類した。 
「運動種目に関する知識」については、学習指導要領解説書に示されている各運動種目（①体
つくり運動、②器械運動、③水泳、④陸上競技、⑤球技、⑥武道、⑦ダンス）に関連したルー
ル、指導・練習方法、技能・技術等について記述があるものをここに分類した。正式競技につ
いてのルール等も、解説書に示されている運動種目に沿って分類した。「体育理論に関する知
識」については、高等学校は、学習指導要領解説書に示されている①運動スポーツ文化の特徴、
②運動・スポーツの学び方、③豊かなスポーツライフの設計の３項目について、中学校は、④
スポーツの多様性⑤スポーツの効果と安全、⑥スポーツの意義の３項目について、それぞれ関
連性がある内容の問題を分類した。「保健に関する知識」については、学習指導要領解説書に
示されている項目に関連する問題を分類した。高等学校は、①現代社会と健康、②生涯を通じ
る健康、③社会生活と健康について、中学校は、④心身の機能の発達と心の健康、⑤健康と環
境、⑥傷害の防止、⑦健康な生活と疾病の予防のそれぞれの項目に関連する問題をここに分類
した。他に、これらの項目に分類できない内容でも、保健及び健康に関する内容であれば⑧そ
の他としてここに分類した。「国・官公庁・団体等の資料」については、スポーツ基本法など
に代表される法律やそれに伴う基本計画、報告書、指導マニュアル、学校体育指導資料等、学
習指導要領以外の確かな根拠のある資料から出題された問題を、体育、保健にかかわらずここ
に分類した。「評価規準・評価方法」については、学習指導要領解説に記述が有る無しにかか
わらず、評価に関することが問われているものを分類した。また、国立教育政策研究所が発行
している「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料」に関する記述について
の問題もここに分類した。「新体力テスト」については、学習指導要領解説書に記述が有る無



表 1 指導と評価の一体化 

表 2 生徒の実態に応じた指導の困難さ 

しにかかわらず、新体力テストについて問われている問題を分類した。「学校体育マネジメン
ト」については、授業での見学者の参加のさせ方、集団行動等の体育授業や学校行事等を行う
際に必要な知識についての問題を分類した。「安全管理」については、ある特有の種目に関す
ることでも、安全管理に関することであればここに分類した。「地域特有」については、各自
治体が独自で打ち出している方針や条例などが問われているものを分類した。 
「学習指導要領」については、全体の 35.1％（2015）→29.6％（2016）→38.4％（2017）と

約 3割を占めており、また、「運動種目に関する知識」については、28.9％（2015）→23.7％（2016）
→25.3％（2017）と約 2割を占め、この 2つのカテゴリーで総問題数の 2分の１を占めること
が明らかになった。一方で、「評価規準・評価方法」については、0.9％（2015）→1.9％（2016）
→0.7％（2017）、また、「安全管理」については、0.9％（2015）→0.4％（2016）→0.1％（2017） 
と、低い割合であった。 
評価については、指導と評価の一体化の考え方のもと、しっかりとしたアカウンタビリティ

ーを果たさなければならない内容であり、国でも、「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善の
ための参考資料」を国立教育政策研究所から示している。実際に学校現場に出た際に、保健体
育科教師として授業を行うからには、必ず評価する場面に遭遇することになる。しかしながら、
そういった現場で必要不可欠である内容についての問いは少なく、採用段階であまり重要視さ
れていないことが推察される。また、安全管理についても同様で、保健体育科の授業において、
生徒の安全に配慮する態度を育成するとともに、教師自身が生徒の安全を第一に考えなければ
ならない。実技を伴う保健体育科の場合、生徒の怪我や事故に遭遇する可能性は他教科より高
いにもかかわらず、専門教養としてはあまり問われていない傾向にあることが明らかになった。 
以下、「体育理論に関する知識」7.3％（2015）→4.9％（2016）→3.8％（2017）、「保健に関

する知識」16.4％（2015）→18.1％（2016）→17.3％（2017）、「国・官公庁・団体等の資料」
6.2％（2015）→13.3％（2016）→15.3％（2017）、「新体力テスト」1.4％（2015）→1.8％（2016）
→0.6％（2017）、「学校体育マネジメント」0.3％（2015）→0.2％（2016）→0.0％（2017）と
いう結果であった。 
 
(2) 新卒採用者及び若手教員12名に、 
学校現場に出た際に困難を伴う事案
について、半構造化インタビューを行
った。インタビューデータは、文字起
こしを行い文章化し、意味のまとまり
ごとに区分し、コード化した。個々の
コードを比較しながら共通した意味
のまとまりでカテゴリー化し、概念化
した。 
表 1 は、「指導と評価の一体化」と

命名した概念の具体例である。新採教
員は、これまで評価の経験が無いと共
に、指導自体を計画的に行うことにつ
いて困難を抱えていることが窺える。 
表 2 は、「生徒の実態に応じた指導

の困難さ」と命名した概念の具体例で
ある。ここでは、大学での模擬授業の
経験はあるものの、実際の生徒の実際
とはかけ離れた経験であるために、実
際にどのように指導言語を使いなが
らフィードバックを行えば良いか困
難さを感じていることが窺える。 
その他にも「不透明な年間の見通

し」「特別な配慮を要する生徒への指
導」「教員間での人間関係」等がカテ
ゴリー化された。 
また、中学校教員 1名、高等学校教

員 1名は、継続して新規採用から 3 年
間継続してインタビューを行ったが、 
1 年目の困難さを抜け出しつつも、校
務分掌や中体連や高体連の仕事が増
えることにより、2 年目、3 年目にも
新たな課題に直面しつつ、それを解決
していこうとしている姿勢が窺えた。 



表 3 学校現場に求められる知識及び資質・能力 

(3) 平成29年度I県体育 
実技指導者講習会に参加
していた 55 名の中学校及
び高等学校の保健体育科
教員に対し、学校現場で求
められる、保健体育科教員
としての知識及び資質・能
力について自由記述の質
問紙調査を行った。 
それらの内容を整理し、

カテゴリー化を行ったと
ころ、表 3に示すような 9
つの小カテゴリーと 5 つ
の大カテゴリーが生成さ 
れた。 
 これにより、学校現場に
求められる知識及び資
質・能力については、保健
体育授業について構想し、
実践する指導力と、授業以
外の教員や人間として必
要な能力を併せ持つ事が
求められていることが明
らかになった。 
 特に、「保健体育授業場
面での指導力」に関しては、 
「安全指導・危機管理能
力」「評価方法についての
理解と実践する力」といっ
た、教員採用選考試験では
あまり問われない内容に
ついて、学校現場では重要
事項と捉えている知識で
あることが示唆された。 
 
 
(4) 各自治体の教育委員会で行われている新採教員研修の形態や内容について把握するため
に、47都道府県の教員（教育）研修センターに郵送法で質問紙調査を行った。47都道府県の内
41 都道府県より回答があり、回収率は 87.2％であった。質問紙調査を依頼し回収する過程で、
自治体毎に初任者研修の所管に違いがあること、教育研修センター又は教員研修センターを有
しながらも、保健体育科専門の指導主事が在駐していない自治体も見られることが把握できた。 
 「教科（保健体育）に関する研修は、どのような内容で構成されていますか。」の問に対し、
「安全管理」について実施しているのは 61.0％、「評価」について実施しているのは 78.0％で
あった。特に、評価についての研修については重要視していることが窺える。 
「教科（保健体育）に関する研修において、体育実技の努力を要する生徒への『助言の仕方』

や『場の設定』の工夫について、具体的な場面を想定した協議を行っていますか。」の問に対し、
「はい」と回答した自治体は中学校、高等学校共に 61.0％であった。生徒の実態に応じたフィ
ードバックや場の設定についての研修については、自治体によって差があることが明らかとな
った。 
「教科（保健体育）に関する研修において、自治体に設置されている教員養成系大学及び教職
課程のある一般大学と、連携した内容を組み入れていますか。」という問に対しては、「はい」
と回答した自治体は 7.3％であり、ほとんどの自治体で教員養成系大学及び教職課程を設置し
ている大学と連携が進んでないことが推察された。また、連携していると回答した自治体は 3
つあり、それぞれの具体的内容としては「附属学校における研究授業」「県主催の研修会への参
加の呼びかけ」「教科指導に関する講義」であった。 
 
(5) (1)～(4)の結果を踏まえ、養成段階の大学と採用、育成段階の自治体において、連携した
一貫したプログラムを図 1のように検討した。 
養成段階として次の内容が検討された。①実際の学校現場の授業参観により、具体的なフィ

ードバック、評価場面の設定及び評価方法についての理解を深める。②学校現場の研究授業に
おける授業参観撮影、授業分析、情報提供、教材の紹介等を行う。③教育実習後の継続的な体
育授業の指導経験の場の確保、学校インターンシップの導入を行う。 
採用段階として次の内容が検討された。①保健体育科教員として、学校現場に出る際に理解



図 1 養成・採用・育成の一貫した教育プログラム 

すべき事項について、全国の自治体で共通理解を図り、偏りのない出題内容とする。②実践的
指導力に結びつくような、単元計画や授業構想に関する出題を行う。③新採教員が直面するで
あろう困難と直結するような、実践的知識を問う出題を行う。 
育成段階として次の内容が検討された。①エビデンスに基づいた、授業研究、研究協議を実

施する。②生徒の実態に応じた具体的フィーバックについての共通理解を図る。③研究授業に
おける評価場面や評価規準、評価方法の共通認識、共通理解を図る。 
その他として次の内容が検討された。①大学側は学生の保健体育科教員としての知識及び資

質・能力を身に付けさせる質保証を行うことで、自治体側は大学推薦枠を拡充する。②養成段
階と育成段階の授業内容や研修内容の重複事項について精査する。③大学の授業と研修センタ
ーの研修の相互乗り入れを行う。 
 以上のことから、保健体育科教員の質保証を担保するためにも、これらを一貫して行うこと
を提案する。 
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